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「価格交渉促進月間」の実施について 

  

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、政府では、毎年９月と３月を「価格交渉促進月間」と位置づけ、中小企業の価格

転嫁・取引適正化に向けた取組を進めるとともに、「価格交渉促進月間」終了後には、受

注側中小企業の皆様を対象に、実際に価格交渉・価格転嫁ができたかについてのアンケー

ト調査等を実施し、その結果を公表しています。 

つきましては、「価格交渉促進月間」について、貴会会員企業の皆さまに対し、別添

要請文について周知賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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